
●商 品 名：JA 尾道市退職金定期貯金

●ご利用いただける方：下記の条件を全て満たしている方

・JA 尾道市の組合員で個人の方

・退職金をお受け取りになられた日から 12 ヶ月以内の方

※お預入れ申し込み時に「退職所得の源泉徴収票」等の

入金確認の提示が必要となります。

●対 象 商 品：スーパー定期貯金・大口定期貯金

●お 預 入 れ 金 額：100 万円以上

●お 預 入 れ 期 間：3 ヶ月（自動継続）

●この定期貯金の期限前解約は原則できません。

●ATMおよびネットバンクでのお預入れできません。

ＪＡ尾道市

【商品のご案内】

栗 原 支 店 ☎0848-2
3-5306

　 吉 和 支 店 ☎0848-2
3-5032

　 尾道東支店　☎0848-4
6-0811

   浦 崎 支 店 ☎0848-7
3-3311

　

尾道北支店　☎0848-4
8-0911

　 御 調 支 店 ☎0848-7
6-1234

   向 東 支 店 ☎0848-4
4-0715

   向 島 支 店 ☎0848-4
4-2103

  　

因島北支店  ☎0845-2
4-1224

   因島南支店  ☎0845-2
2-2530

   甲 山 支 店 ☎0847-2
2-0745

   世 羅 支 店 ☎0847-2
2-0731

世羅西支店  ☎0847-3
7-2121

お問い合わせ先

本所 金融共済部 金融課　☎0848-2
3-3323

〇税金：20.315％

（国税 15.315％、地方税 5％）の

分離課税となります。

※令和 19 年 12 月 31 までの適用となります。

〇この商品は貯金保険制度の保護対象商品です。

〇やむを得ず満期日前に解約される場合は、

当組合所定の中途解約利率を適用します。

（自動継続時の利率については、

継続時における店頭表示金利を適用します）

〇お預入れ時に適用された金利は、満期日まで

変わりません。

〇募集総額（5 億円）に達した場合には、お取り扱

いを終了させていただく場合があります。

〇くわしくはJA 窓口へお気軽にお尋ねください。

預入期間

お取扱い期間

令和8年4月1日(水)～

令和8年9月30日(水)

(税引き後　年3.187％)

%年4.04.0

退職金定期貯金
JA尾道市

https://w
ww.ja-on

omichi.or.jp/

「これまでのご活躍、本当にお疲れ様でした。今後の人生が、より一層
充実したものとなりますよう
お祈り申し上げます。」

令和8年4月1日現在


